
分野 14 1

法律名

第５条 第２項 ×

第５条 第４項 準用規定

第１１条 第１項 ⅰ

第１１条 第４項 ×

第１１条 第５項 ⅰ

第１１条 第６項 ×

第１１条の２ ⅰ

第１３条 第１項 ⅰ

第１３条 第５項 ア

第１４条 第７項 準用規定

第１４条 第１０項 準用規定

第１４条 第１１項 ×

第１５条 ⅰ

第１６条 第１項 ⅰ

第１６条 第２項 ⅰ

第１６条 第４項 ⅰ

第１６条 第５項 ⅰ

第１６条 第６項 ⅰ

第１６条 第７項 ⅰ

第１６条 第８項 ⅰ

第１６条 第９項 ⅰ

第１６条 第１１項 ⅰ

第１６条 第１２項 ⅰ

第１６条 第１３項 ⅰ

第１６条 第１４項 ⅰ

第１７条 第１項 ⅰ

第１７条 第２項 ⅰ

第１７条 第３項 ⅰ

第１７条 第４項 ⅰ

第１７条 第５項 ⅰ

第１７条 第６項 ⅰ

第１７条 第７項 準用規定

第１７条 第８項 ⅰ

第１８条 第１項 ⅰ

第１８条 第２項 準用規定

条 項

通番

漁業法（昭和二十四年法律第二百六十七号）

備考
メルクマール
該当非該当
の判断



分野 14 1

法律名

条 項

通番

漁業法（昭和二十四年法律第二百六十七号）

備考
メルクマール
該当非該当
の判断

第１９条 第１項 ⅰ

第１９条 第２項 ⅰ

第１９条 第３項 ⅰ

第１９条 第４項 ⅰ 後段・準用規定

第１９条 第５項 ⅰ

第１９条 第６項 準用規定

第２１条 第１項 ⅰ

第２２条 第２項 ⅰ

第２２条 第３項 準用規定

第２４条 第３項 ⅰ

第２６条 第２項 ⅰ

第２７条 第２項 ×

第３４条 第３項 準用規定

第３４条 第５項 ア

第３４条 第７項 ×

第３６条 第３項 準用規定

第３６条 第４項 準用規定

第３７条 第２項 ⅰ

第３７条 第４項 準用規定

第３８条 第１項 ⅰ

第３８条 第４項 ⅰ

第３８条 第５項 準用規定

第３９条 第４項 準用規定

第３９条 第５項 準用規定

第３９条 第６項 ⅰ

第３９条 第７項 ⅰ

第３９条 第１１項 ⅰ

第３９条 第１４項 準用規定

第４１条 第１項 ×

第４５条 第２項 ア

第４５条 第４項 ア

第４５条 第５項 ア

第４５条 第６項 ア

第４５条 第７項 ア

第５０条 第１項 ア



分野 14 1

法律名

条 項

通番

漁業法（昭和二十四年法律第二百六十七号）

備考
メルクマール
該当非該当
の判断

第７４条 第４項 ア

第７４条の２ 第１項 ×

第８５条 第３項 ×

第９２条 第１項 ⅲ

第９２条 第２項 ⅲ

第９２条 第３項 ⅲ

第９２条 第４項 ⅲ

第９３条 第１項 ⅲ

第９３条 第２項 ⅲ

第９３条 第３項 ⅲ

第９４条 公職選挙法の準用

第９９条 第２項 ⅲ

第９９条 第３項 ⅲ

第９９条 第５項 ⅲ

第１０１条 第４項 ×

第１０５条 第３項 ⅳ f

第１０５条 第５項 ⅳ f

第１０６条 第２項 ×

第１０６条 第３項 ×

第１０６条 第５項 ⅳ f

第１０６条 第６項 準用規定

第１０９条 準用規定

第１１６条 第３項 準用規定

第１２０条 ×

第１２３条 第２項 準用規定

第１２４条 第２項 ×

第１２４条 第３項 ×

第１２５条 第２項 ア

第１２５条 第６項 ア

第１２５条 第７項 ア

第１２５条 第８項 ア

第１２５条 第９項 ア

第１２５条 第１０項 ア

第１２５条 第１１項 ア

第１２６条 第２項 準用規定



分野 14 1

法律名

条 項

通番

漁業法（昭和二十四年法律第二百六十七号）

備考
メルクマール
該当非該当
の判断

第１２６条 第３項 ア

第１２６条 第４項 準用規定

第１２７条 ⅰ

第１２８条 第２項 ⅰ

第１２８条 第３項 準用規定

第１２８条 第４項 ×

第１２９条 第５項 ×

第１２９条 第７項 ×

第１３２条 準用規定

第１３４条 第３項 ア

第１３４条 第４項 準用規定



分野 14 2

法律名

第５条 第１項 ア

第５条 第２項 ア

第６条 第１項 ×

第６条 第２項 ア

第７条 第２項 ア

第８条 ×

第１０条 ×

第１２条 ×

第１９条 第２項 準用規定

第２４条 第２項 ア

第２５条 ア

通番

遊漁船業の適正化に関する法律（昭和六十三年法律第九十九号）

条 項 備考
メルクマール
該当非該当
の判断



分野 14 3

法律名

第15条 第２項 ×

第15条 第７項 ×

第15条の２ 第１項 ×

第15条の２ 第２項 準用規定

第17条 第１項 ×

第17条 第２項 ×

第17条 第３項 ×

第18条 第３項 ×

第18条 第４項 ×

第18条 第５項 ×

第22条 第３項 ×

条 項

通番

水産資源保護法（昭和二十六年法律第三百十三号）

備考
メルクマール
該当非該当
の判断



分野 14 4

法律名

第１７条の２ 第３項 ×

第１７条の８ 第２項 ×

第１７条の１１ 第２項 ×

第１７条の１５ 第４項 ×

第１７条の１５ 第５項 ×

第４８条 第３項 準用規定

第６４条 ⅰ

第６５条 第１項 ア

第６５条 第４項 ア

第６８条 第３項 準用規定

第６９条 第３項 準用規定

第８６条 第２項 準用規定

第８６条 第３項 準用規定

第８６条 第４項 準用規定

第９１条 第３項 準用規定

第９２条 第３項 準用規定

第９２条 第４項 準用規定

第９２条 第５項 準用規定

第９６条 第１項 準用規定

第９６条 第３項 準用規定

第９６条 第４項 準用規定

第９６条 第５項 準用規定

第１００条 第３項 準用規定

第１００条 第４項 準用規定

第１００条 第５項 準用規定

第１００条の８ 第１項 準用規定

第１００条の８ 第３項 準用規定

第１００条の８ 第４項 準用規定

第１００条の８ 第５項 準用規定

第１２３条 第１項 ⅰ

第１２３条 第４項 ×

条 項

通番

水産業協同組合法（昭和二十三年法律第二百四十二号）

備考
メルクマール
該当非該当
の判断
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法律名

第４条 第１項 ×

第４条 第２項 ×

第１３条 第２項 ⅰ

通番

漁業協同組合合併促進法（昭和四十二年法律第七十八号）

条 項 備考
メルクマール
該当非該当
の判断



分野 14 6

法律名

第4条 第5項 ア

第4条 第8項 準用規定

第5条 ×

第7条 第2項 ア

第9条 第2項 ×

第11条 ×

第12条 第1項 ア

第12条 第3項 ア

第14条 第2項 ×

第17条 第3項 ア

第19条 準用規定

第29条 ⅳ d

第31条 ⅳ d

第32条 第1項 ⅳ d

第32条 第3項 ⅳ d

第33項 第2項 準用規定

第39条 ×

第40条 第2項 ⅳ d

第44条 第2項 ⅳ d

第45条 第1項 ×

第45条 第2項 ×

第46条 ⅳ d

第47条 準用規定

第48条 第1項 ア

第50条 第4項 ア

条 項

通番

漁船法（昭和二十五年法律第百七十八号）

備考
メルクマール
該当非該当
の判断
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法律名

第６条 第７項 ×

第６条 第１０項 ×

第６条 第１１項 ×

第１７条 第１項 ×

第１７条 第２項 ×

第１７条 第３項 ×

第１７条 第４項 ×

第１７条 第６項 ×

第１７条 第８項 ×

第１７条 第１０項 ×

第１７条 第１１項 準用規定

第１７条 第１２項 ×

第１７条 第１３項 ×

第１９条の２ 第２項 ア

第１９条の２ 第３項 ⅰ

第１９条の２ 第４項 準用規定

第２４条 第２項 ア

第２４条 第３項 ⅰ

第２５条 第２項 ×

第２６条 ×

第３４条 第１項 ×

第３４条 第２項 ×

第３６条 第１項 準用規定

第３６条 第３項 準用規定

第３６条の２ 第１項 ア

第３７条の２ 第２項 ⅱ

第３７条の２ 第３項 ⅱ

第３９条 第２項 ×

第３９条 第６項 ×

第３９条 第８項 ×

第３９条の２ 第４項 ア

第３９条の２ 第５項 ア

第３９条の２ 第６項 ア

第４０条 第１項 ×

第４０条 第３項 ×

条 項

通番

漁港漁場整備法（昭和二十五年法律第百三十七号）

備考
メルクマール
該当非該当
の判断



分野 14 7

法律名

条 項

通番

漁港漁場整備法（昭和二十五年法律第百三十七号）

備考
メルクマール
該当非該当
の判断

第４１条 第３項 ア

第４１条 第４項 ⅰ

第４２条 ×
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法律名

第７条の２ 第２項 ×

第７条の２ 第３項 ×

第７条の２ 第６項 ×

第７条の３ 第２項 準用規定

第１１条 第１項 ×

第１２条 第３項 準用規定

第１５条 第２項 ×

第１５条 第４項 ×

第１９条 ×

第２０条 第２項 準用規定

第２３条 第２項 ×

条 項

通番

沿岸漁場整備開発法（昭和四十九年法律第四十九号）

備考
メルクマール
該当非該当
の判断
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法律名

第６条 第１項 ×

第７条 ×

第８条 第１項 ×

第８条 第２項 ×

第８条 第３項 ×

第１５条 ⅱ

条 項

通番

沿岸漁業改善資金助成法（昭和五十四年法律第二十五号）

備考
メルクマール
該当非該当
の判断
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法律名

第４条 第３項 ×

備考

通番

漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法（昭和五十一年法律第四
十三号）

条 項
メルクマール
該当非該当
の判断



分野 14 11

法律名

第６条 第２項 ⅱ

通番

漁業近代化資金融通法（昭和四十四年法律第五十二号）

条 項 備考
メルクマール
該当非該当
の判断
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法律名

第５条 第３項 ×

第５条 第５項 ×

第５条 第６項 ⅳ e

第６条 第２項 準用規定

第７条 第１項 ×

第７条 第２項 ×

第７条 第３項 ×

第７条 第４項 ⅳ e

第７条 第５項 ×

第８条 第２項 準用規定

第９条 第３項 ×

第１２条 第３項 ×

第１４条 第１項 ×

第１５条 第２項 ア

第１７条 第２項 ×

第１７条 第３項 準用規定

条 項

通番

海洋水産資源開発促進法（昭和四十六年法律第六十号）

備考
メルクマール
該当非該当
の判断
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法律名

第４条 第３項 ×

第４条 第４項 ×

第５条 第３項 準用規定

第７条 第１項 ×

第７条 第３項 ×

第７条 第４項 漁業法の準用

第１０条 第２項 ア

第１２条 ×

第１５条 第1項 ×

条 項

通番

持続的養殖生産確保法（平成十一年法律第五十一号）

備考
メルクマール
該当非該当
の判断
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法律名

第１９６条の８ 第２項 ×

通番

漁業災害補償法（昭和三十九年法律第百五十八号）

条 項 備考
メルクマール
該当非該当
の判断




